
 

研究活動に係る不正防止に関する規程  

  

 

第１章  総則  

  

（目的）  

第１条 この規程は、平成医療短期大学（以下「本学」という。）における教職員等の

研究活動上の不正行為及び公的研究費等の不正使用（以下「不正行為等」という。）

を防止するとともに、不正行為等に対し厳正かつ適切に対応するため必要な事項を定

めることを目的とする。  

  

（定義）  

第２条 この規程において「教職員等」とは、本学の教員、事務職員及び学生を言う。  

２ この規程において「研究活動上の不正行為」とは、教職員等が研究活動を行う場合

における次の各号に掲げる行為をいう。   

（1）捏造    存在しないデータ、研究結果等を作成すること。   

（2）改ざん   研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、データ、研究結果等を真

正で ないものに加工すること。   

（3）盗用    他の研究者のアイディア、分析･解析方法、データ、研究結果、論文又は

文章を当該研究者の了解又は適切な表示なく流用すること。   

（4）重複発表   同じ研究成果を複数回発表すること。  

３ この規程において公的研究費等とは、文部科学省及び他府省等が所管する競争的資 

金制度に基づく公的研究費補助金等をいう。  

４ この規程において公的研究費等の「不正使用」とは、次の各号に掲げる行為及びそ

れらの行為に助力することをいう。  

（1） 架空の取引により公的研究費等を使用すること。  

（2） 使用手続の内容と異なる物品の購入、機材の借用、出張、業務委託を行う等虚偽

の手続に基づき公的研究費等を使用すること。  

（3）法令、公的研究費等の交付機関の定める規程、学校法人誠広学園（以下「学園」

という。）及び本学の規程に違反し公的研究費等を使用すること。  

５ この規程において「研究代表者等」とは、本学の専任教員で公的研究資金等を 1 人 

で実施する者、他の研究機関の研究代表者等から公的研究資金等の配分を受けた研究 

分担者をいう。  

   

 

第２章  責任体制  

  



（最高管理責任者）  

第３条 学長は、最高管理責任者として、研究活動及び公的研究費等（以下「研究活動

等」という。）の運営・管理に関し、最終的な責任を負うものとする。  

 

（統括管理責任者）  

第４条 事務局長は、統括管理責任者として、研究活動等の運営・管理に関し、最高管

理責任者を補佐し、全体を統括する実質的な権限を有し、その責任を負うものとする。  

  

（コンプライアンス推進責任者等）  

第５条 各学科に学科内の研究活動等の運営・管理に、責任と権限を持つコンプライア

ンス推進責任者を置き、学科長をもって充てる。  

２ 学科の各専攻に各専攻内の研究活動等の運営・管理に、責任と権限を持つコンプラ

イアンス推進副責任者を置き、専攻長をもって充てる。  

３ 公的研究費等の管理・執行に責任を持つコンプライアンス推進副責任者を置き、総

務課長をもって充てる。   

  

 

第３章  適正な運営・管理の基礎となる環境の整備  

  

（事務等の分担）  

第６条 公的研究費等の申請等諸手続事務、管理・使用に係る事務等について、本学が

行う事務等と教職員等が行う事務等の分担は、「日本学術振興会科学研究費補助金の

使用について各研究機関が行うべき事務等」に定めるところによるものとする。  

  

（公的研究費等の事務の委任）  

第７条 研究代表者等は、公的研究費等の交付内定（継続分を含む。）を受けたときは、

その管理・使用に伴う事務等を、事務局長に委任したものとみなす。  

  

（経理事務等の準拠）  

第８条 公的研究費等の経理事務の取扱等について必要な事項は、別に定める。  

  

（関係者の意識向上）  

第９条 本学において、教職員等研究関係者は、研究活動倫理と公的研究費等の大切さ

と使命を認識し、適切な運営・管理を行うため、研修会への参加等を通じ意識向上に

努めるものとする。   

２ 本学において、研究活動等を行う全ての構成員は、規程の遵守等についての誓約書

を学長に提出しなければ、その運営・管理に関わることができない。  

  



（相談窓口）  

第１０条 公的研究費等の使用ルール、事務手続きに関する相談窓口は、事務局総務課

とする。  

２ 相談窓口責任者は、事務局総務課長をもって充てる。  

  

（不正関与業者の取扱）  

第１１条 公的研究費等の使用に関して、不正行為等に関与した業者に対して、最高管

理責任者は厳正な措置を行うものとする。  

  

 

第４章 不正行為等を防止する取組  

  

（不正行為等防止の取組）  

第１２条 最高管理責任者は、不正行為等を防止する取組みを行うため、不正防止委員

会を設置する。  

２ 研究活動の倫理教育を行うため、研究倫理教育責任者を置き、最高管理責任者をも

って充てる。  

  

（不正防止委員会）  

第１３条 不正防止委員会は次に掲げる者をもって構成し、委員長は統括管理責任者と

する。  

（1） 統括管理責任者  

（2） 学科長 

（3） 専攻長  

（4） 事務局総務課長  

（5） 事務局学務課長  

２ 不正防止委員会は、次に掲げる事項を行う。  

（1） 不正行為等を発生させる要因を把握し、改善策を講じること。  

（2） 不正行為等防止計画の策定、実施及び検証に関すること。  

（3） 第１５条に定めるモニタリングに関すること。  

（4） 第１６条に定める内部監査に関すること。  

（5） 定期的な研究倫理教育及び公的研究費等の不正防止のためのコンプライアンス教

育を実施し、履修した教職員に対して履修証明書を発行すること。  

（6） 研究活動等に参加する学生に対して研究倫理教育の実施を推進すること。  

（7） その他研究活動、運営及び管理の不正防止に関すること。  

３ 委員長は前項に定める事項の実施及び結果について、最高管理責任者に必要に応じ 

報告を行うものとする。  

４ 最高管理責任者は、前項の報告を受け適切な対応を指示するとともに、活動状況を



掌握しておくものとする。  

５ 委員会の事務は、事務局総務課が行う。  

  

（教職員等の責務）  

第１４条 本学の教職員は、不正防止委員会の取組に協力し、公的研究費等の適正な運

営・管理に努めるものとする。  

 

 

第５章  内部通報・監査体制  

  

（日常的モニタリング）  

第１５条 公的研究費等の適正な運営・管理を徹底するため、日常的なモニタリングを

行い、不正防止に努めるものとする。  

２ モニタリングの実施及び方法等は、不正防止委員会において決定する。  

  

（内部監査）  

第１６条 公的研究費等の適正な運営・管理の状況等について、必要に応じ内部監査を

行うものとする。  

２ 内部監査の実施及び方法等は、不正防止委員会において決定する。  

  

（通報窓口）  

第１７条 公的研究費等の不正使用等に関する通報窓口を、事務局学務課に設ける。  

２ 通報窓口責任者は、事務局学務課長をもって充てる。  

  

（通報方法）  

第１８条 通報の方法は、電話、電子メール、ファックス、文書又は口頭によるものと

する。  

２ 通報は原則として実名等身分を明らかににして行われたものとし、次に掲げる事項

を明示しなければならない。  

（1） 対象者の所属・氏名  

（2） 不正行為等の内容（時期・事実経過・疑義の要点）  

（3） 不正とする根拠（証拠の有無・参考資料の有無等）  

  

（通報の取扱）  

第１９条 通報があった場合、通報窓口責任者は統括管理責任者を経て、最高管理責任

者に速やかに報告するものとする。  

２ 前条の規定に関わらず、匿名による通報等があった場合、通報窓口責任者は当該通

報内容に応じ、前項に準じた取り扱いを行うものとする。  



３ 告発の受付や調査を行う者が、告発案件と自己との利害関係を持つ場合は、受付、

調査に関与できないものとする。  

４ 告発の意志を明示しない相談については、その内容を確認・精査し、相当の理由が

あると認めた場合は、相談者に告発の意志があるか確認するものとする。  

  

（不正行為調査委員会）  

第２０条 最高管理責任者は、前条に基づく通報等があった場合、当該事案に関する次

の各号に掲げる事項を調査、審議するため、不正行為調査委員会（以下「調査委員会」

という。）を設置する。  

（1） 通報を受けた者（以下「被通報者」という。）に係る研究活動における通報内容

等の事実確認等の調査  

（2） 前号に基づき必要とする措置等の審議  

（3） その他最高管理責任者が必要と認めた事項  

２ 調査委員会は、次に掲げる者をもって組織する。   

（1） 統括管理責任者  

（2） 学科長 

（3） 専攻長  

（4） 外部有識者  

（5） その他最高管理責任者が必要と認めた者  

３ 研究活動上の不正行為を調査するときは、調査委員の半数以上を外部有識者とする。  

４ 調査委員は、告発者及び被告者と直接の利害関係を有しない者とする。  

５ 調査委員会の委員長は、統括管理責任者とする。  

６ 委員長は、調査委員会を招集し、議長となる。  

７ 調査委員会は、委員の３分の２以上の出席をもって成立する。  

８ 議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の時は議長の決するところによ

る。  

９ 調査委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、聴取及び意見を聞くこと

ができる。  

  

（予備調査部会）  

第２１条 調査委員会委員長は、通報等の事案に係る予備的な調査（以下「予備調査」

という。）を行うため、予備調査部会を置く。  

２ 予備調査部会は、次の者委員をもって組織する。  

（1） 調査委員会委員長  

（2） 被通報者の所属する学科又は専攻の長  

（3） 調査委員会委員長が必要と認めた者  

３ 予備調査部会に部会長を置き、調査委員会委員長をもって充てる。  

４ 予備調査部会の運営は、調査委員会に準じて行う。  



  

（予備調査）  

第２２条 予備調査部会長は、速やかに予備調査を開始し、通報等の受け付け後 30 日

以内に、予備調査の結果概要及び本調査の必要性に関する意見を調査委員会に報告す

るものとする。  

  

（本調査実施の決定）  

第２３条 調査委員会は、前条の報告を受けた場合、速やかに本調査実施の有無を決定

しなければならない。  

２ 調査委員会委員長は、調査委員会において本調査を実施することを決定した場合、

30 日以内に本調査を開始しなければならない。  

３ 調査委員会委員長は、調査委員会において本調査を実施しないことを決定した場合、

その理由を付して通報者に通知するものとする。この場合、調査委員会は、調査資料

等を保存し、開示請求があった場合はこれに応じなければならない。  

  

（調査対象となる研究）  

第２４条 調査委員会は、被通報者の当該通報等の事案に関連した他の研究を調査の対

象に含めることができる。  

  

（不正行為の認定等）  

第２５条 調査委員会は本調査の開始後、１５０日以内に次の各号に掲げる調査結果を

まとめ、最高管理責任者に報告するものとする。  

（1） 不正行為が行われたと認定した場合は、その内容、不正行為に関与した者（以下

「被認定者」という。）とその関与の度合、不正行為と認定した研究に係る論文等

の各著者の当該論文等及び当該研究における役割  

（2） 不正行為が行われなかったと認定した場合は、通報等が被通報者を陥れるため又

は被通報者が行う研究を妨害するためなど、専ら被通報者に何らかの損害を与える

ことや本学に不利益を与えることを目的とする意志（以下「悪意」という。）に基

づくものであるか否か  

  

（調査結果の通知）  

第２６条 前条の規定により報告を受けた最高管理責任者は、当該調査結果を速やかに

被通報者及び被認定者に文書で通知すると共に、公的研究費の配分機関及び文部科学

省に速やかに報告するものとする。  

  

（不服申立て）  

第２７条 被認定者は、前条に規定する通知があった日の翌日から起算して３０日以内

に、最高管理責任者に対し、書面により不服申立てをすることができる。ただし、そ



の期間内であっても、同一理由による不服申立てを繰り返すことはできない。  

２ 前項の規定は、通報等が悪意に基づくものと認定された通報者の不服申立てに準用

する。  

  

（不服申立ての審査）  

第２８条 前条の不服申立ての審査は調査委員会が行う。ただし、不服申立ての趣旨が、

調査委員会の構成等、その公平性に関わるものである場合には、最高管理者責任者の

判断により、調査委員会に代えて、他の者に審査させることができる。  

２ 調査委員会（前項ただし書きの場合は、調査委員会に代わる者）は、当該事案の再

調査を行うか否かを速やかに決定し、最高管理責任者に報告する。  

３ 前項の規定による報告を受けた最高管理責任者は、再調査の実施の有無を速やかに

決定する。  

  

（調査結果の公表）  

第２９条 最高管理責任者は、不正行為が行われたと認定した場合は、速やかに調査結

果を公表しなければならない。   

２ 研究活動上の不正行為が行われたと認定した場合の公表は、特段の事情がない限り、

次の事項とする。  

（1） 不正行為に関与した者の氏名及び所属  

（2） 不正行為の内容  

（3） 本学が公表時までに行った措置の内容  

（4） 調査委員会委員の氏名及び所属  

（5） 調査の方法、手順等  

（6） その他必要な事項  

  

（不正行為等への処置）  

第３０条 最高管理責任者は、不正行為が行われたと認定した場合は、被認定者に対し、

ただちに、当該不正行為に係る研究に対する資金の使用中止を命ずる。  

２ 最高管理責任者は、被認定者に対し、学校法人誠広学園就業規則等に基づき懲戒等

の適切な処置をとるとともに、不正行為と認定した論文等の取り下げを勧告するもの

とする。  

３ 前項の規定は、通報等が悪意に基づくものと認定された通報者について準用する。  

  

（調査中における一時措置）  

第３１条 最高管理責任者は、第２３条の規定により、本調査を行うことが決まった後、

調査委員会の調査結果の報告を受けるまでの間、当該事案に係る研究に対する資金の

支出を停止することができる。  

  



（通報者及び被通報者の保護）  

第３２条 最高管理責任者は、通報者及び被通報者の氏名等並びに通報等の内容につい

て、当該事案の調査結果を公表するまで、通報者及び被通報者の意に反して調査関係

者以外に漏洩しないよう、秘密保持を徹底しなければならない。  

２ 最高管理責任者は、悪意に基づく通報等であることが判明しない限り、単に通報等

をしたことを理由に、通報者に対し、懲戒処分等不利益な取扱いを行ってはならない。  

３ 最高管理責任者は、相当な理由なしに、単に通報されたことのみをもって、被通報

者に対し、懲戒処分等不利益な取扱いを行ってはならない。  

   

 

第６章  その他  

  

（公的研究費等の運営・管理体制の公表）  

第３３条 公的研究費等を適正に運営・管理する体制を学内外に公表するものとする。  

  

（関係書類の整理・保管）  

第３４条 公的研究費等に係る関係書類は研究者ごとに整理し、交付を受けた年度終了

後 5 年間保管しなければならない。  

  

（雑則）  

第３５条 この規程に定めるもののほか、公的研究費等の適正な運営・管理に必要な事

項は最高管理責任者がこれを定める。  

  

（規程の改廃）  

第３６条 この規程の改廃は、理事長が行う。  

  

附 則   

この規程は、平成２２年４月１日から施行する。  

  

附 則   

この規程は、平成２７年４月 1 日から施行する。    

 

附 則 

この規程は、令和２年４月 1 日から施行する。 

 

 

 

 


